
２０２０年１０月１５日 

 

学校法人 大阪医科薬科大学 

理事長 植木 實 様 

 

大阪医科大学 教員・医師組合 

  執行委員長 吉田秀司 

 

 

 

申入書 

 

 

 ２０２０年度の要求書を提出いたします。２０２０年１１月１３日(金)までに文書での

ご回答をお願いいたします。 

 団体交渉の日程については、後日別途申し入れさせていただきます。 

 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２０２０年１０月１５日 

 

学校法人 大阪医科薬科大学 

理事長 植木 實 様 

 

大阪医科大学 教員・医師組合 

  執行委員長 吉田秀司 

 

要求書 

 

 大阪医科大学 教員・医師組合は、下記の通り賃金・労働環境に関する要求をいたします。 

 コロナ禍による影響で収益が悪化していることは承知しておりますが、我々の貢献に対

し誠意あるご回答をいただきたく、何とぞよろしくお願いいたします。 

 

記 

 

 

Ⅰ．要求項目 

 １．家賃補助手当および医療費補助の改正について  

２．基本給の引き上げについて 

 ３．冬季賞与について 

 ４．特別慰労手当およびホットライン手当、宿日直中の食事手当の支給について 

 ５．感染拡大防止対策について 

 ６．労使協定違反状態の解消について 

 ７．臨床医の仕事着(ズボン)支給および宿直室のシーツ交換について 

 ８．働き方改革について 

 ９．女性医師・教員支援について 

 １０．適正な評価システムの構築について 

 １１．三島救命救急センターの第三次救急機能の移転について 

１２．教育センター課職員の増員について 

１３．ＩＴ関連の知識のある教育センター課職員の配置について 

 

 

Ⅱ．要求内容 

１．家賃補助手当および医療費補助の改正について 

 家賃補助手当および医療費補助などの改正について教員・医師は説明を受けておりませ

ん。また、これら改正による不利益に対して補償措置が何も示されておりません。従って、 

 

家賃補助手当および医療費補助の改正の撤廃 

 

を要求いたします。 
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２．基本給の引上げについて 

 2014 年に消費税が 8%に増税され、昨年 10月に 10%に増税されました。この間、本学では

定期昇給のみで 1度も基本給の引き上げが行われず、実質的に給与の低下が続いています。

政府も経済界に積極的な賃上げを求めており、 

 

10,000 円の基本給引上げ ＋ 定期昇給 

 

        を要求いたします。 

 

 

３．冬季賞与について 

 昨年度(2019 年度)の賞与は災害による影響で前年度に比べて 8,000 円（夏冬合計）の減

額がなされ（添付資料１_項目２参照）、今年の夏季賞与もコロナ禍の影響により更に前年よ

り 20,000円の減額がなされました。現在、引き続き本学の財政に負担が生じていることは

承知していますが、この状況下において教員・医師は例年以上の負担を強いられています。

これら我々の貢献に対する評価として 

 

  （基本給＋家族手当）×2.7カ月＋47,000 円 

 

        を要求いたします。 

 

 

４．特別慰労手当およびホットライン手当、宿日直中の食事手当の支給について 

 コロナ禍の影響により教員・医師は業務増加により例年以上に疲弊しています。教員・医

師の努力を評価し、 

 

特別慰労手当 20,000円/人 

 

を要求いたします。 

  

また、新たに設置された各種ホットラインにより対応部署の教員・医師の負担が増加して

います。この貢献を評価し、 

 

ホットライン手当の支給 

を要求いたします。 

 

 

 

 

 

 

002



 さらに、働き方改革の一環で診療科毎の宿日直業務の格差が拡がっています。宿日直手当

の見直しを求め、 

 

宿日直中の食事手当の支給 

 

を要求いたします。 

 

 

５．感染拡大防止対策について 

 学生に対して建物や講義室の入口などに手指消毒薬が設置されていますが、教員・医師に

対する感染拡大防止対策は十分ではありません。病院内や総合研究棟での感染拡大防止対

策として、 

 

各フロアのエレベーター前およびトイレ前への手指消毒薬の設置 

 

を要求いたします。 

 

 

６．労使協定違反状態の解消について 

 医師に対しては勤怠管理システムの構築に伴い労使協定違反の解消が進んでいます。し

かし基礎系教員に対する勤怠管理システムが整備されておらず、時間外労働手当不払いの

ために協定違反の状態にあります（添付資料１_項目４参照）。昨今の社会的状況を鑑み、 

 

適切な勤怠管理システムの構築と労使協定違反状態の早急な解消 

 

を要求いたします。 

 

 

７．臨床医の仕事着(ズボン)支給および宿直室のシーツ交換について 

 新型コロナ感染拡大予防に端を発し、臨床医の仕事着（ズボン）の支給と宿直室のシーツ

交換について労使協議会で協議を重ねて参りましたが、未だ実現しておりません（添付資料

２，３参照）。感染症の拡大防止のためにも、 

 

ズボンの支給とシーツ交換の早期実現 

 

を要求いたします。 
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８．働き方改革について 

 厚生労働省「医師の働き方改革の推進に関する検討会」が報告書「医師労働時間短縮計画

及び評価機能について」において、医療機関に対し労働時間短縮に関する様々な対策の義務

化を求めています。求められている対策を実現するには現場で働く医師の理解が必要です

が、残念ながら議論の方向性すら理解できているとは言い難い状況です（添付資料１_項目

５参照）。従って、 

 

本学の「働き方改革委員会」主導による説明会・討論会の開催 

 

を要求いたします。 

 

 

９．女性医師・教員支援について 

 女性医師支援センターの女性医師を対象にした活動によって、学内保育園の利用対象者

を教職員、大学院生、研究者に拡大するなどにより、出産・子育て中の女性医師もキャリア

形成を継続できる支援環境が整いつつあります（添付資料１_項目６参照）。しかしながら、

2024 年 4 月に始まる医師の時間外労働上限を勘案すると、出産・育児のみならず、介護、

疾病等による医師と教員の離職を防ぐ方策も必要です。女性医師・教員が本学医学部におい

てキャリア形成を継続するためには、ロールモデルとなる上位職に就く女性医師・教員の存

在が欠かせません。 

 

早急に支援対象に女性教員を含め、男性医師・教員にまで拡大する 

 

と共に、 

 

管理職に占める女性の割合の具体的数値目標の設定 

 

を要求いたします。 

 

 

１０．適正な評価システムの構築について 

 来年度からの賞与には「役割の差を反映する」として家族手当の代わりに役職手当が加算

されることになっています。しかし、必ずしも役割に応じた役職が与えられているとは言え

ず不平等です。従って、 

 

適正な評価システムの早期実現 

 

を要求いたします。 

 

 

004



１１．三島救命救急センターの第三次救急機能の移転について 

 三島救命救急センターの新病棟への移転が予定されておりますが、同センターは経営悪

化により危機的状況にあるとの報道がなされており、また移転による関連部署の業務増加

が予想されます。そこで、 

 

三島救命救急センター移転による財務と業務への影響に関する説明 

 

を要求いたします。 

 

 

１２．教育センター課職員の増員について 

 教育センター課の業務増加が、教員・医師の教育業務にも影響を及ぼしています。今後も

新カリキュラムの臨床実習開始などにより教育センター課の業務増加が予想されるので、 

 

教育センター課職員の増員 

 

を要求いたします。 

 

 

１３．ＩＴ関連の知識のある教育センター課職員の配置について 

 今般の遠隔授業および今後のＩＴ関連技術の教育現場への導入に対応するために、 

 

ＩＴ関連の知識のある職員の教育センター課への配置 

 

を要求いたします。 

 

 

 

以上 
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2020年 6月 15日 

医療従事者による感染拡大の抑制を目的としたズボン支給・洗濯の要望 

今般の本学における新型コロナ感染対策を経て、ズボン支給の要望が多く寄せられました。医療従事者
が院内で着用した私服のズボンを自宅で洗濯することにより、家族への感染拡大が危惧されています。今
後もパンデミック発生の恐れがあることから、医療従事者が安心して診療に従事できるよう早急に対策
を講じて下さるようお願いいたします。 
初期に組合執行委員が臨床系教室で個別に 50 名弱を対象として調査したところ、80%以上の臨床医か

らズボン支給の要望がありました。その後、組合員に対してWebアンケートを実施したところ、以下に
示す通り 90%以上の方々がズボン支給を希望されました。感染対策の一環としてズボンの支給と洗濯を
是非ともご検討くださいますようお願い申し上げます。 

大阪医科大学教員・医師組合 

アンケート結果

添付資料２
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添付資料２
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添付資料２
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意見 
・ 希望としては新規にスクラブ型のパンツを採用いただくのが動きやすさや履き心地等の面でも一番あ
りがたいと思います。

・ 一年の支給枚数固定にして、選択肢から選べるようにしていただくとありがたいです。
・ 医療従事者の感染予防または院内感染予防の観点からもズボンのみ私服が当たり前という状況は改善
項目だと思います。

・ ズボンを請求する場合、洗濯に 2 週間くらいかかっているので、始めは 2 枚の支給を認めてもらいた
いです。

・ 支給だけでなく、洗濯してくれることが前提での希望です。
・ 白衣 2 枚は余るけれど、ズボンやスクラブの選択肢があれば希望したい。
・ 洗濯は、上下ともしてほしい
・ズボンの更衣をするとなると男性の更衣室が必要だと思われます。

→ 医局隣の当直室＆ロッカーが実質男性用という教室があります。
→ 各教室で対応可能？

添付資料２
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1-1 7月3日 人事課

ドクター用＿白衣について

高田課長より相談①

ドクター用＿長白衣について

c 下着を追加してほしい
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上下洗濯
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上下セット洗濯付レンタル

綿100％の長白衣がほしい

現状綿ポリ混合
ポリエステル65%

綿35%

昨年度まで選択可でしたが80％以
上がポリ混を選択。

綿100%

·600名 xs着 上下セ9卜洗濯付レンタル
¥ 2,085,600.-/月額 ¥ 1,507.-／着

（税込）
¥ 2,640.-／着

（税込）

※直近の病院白衣定期配布時、請求があった医師数：611名を元に見積頂いています。
※研修医含む、非常勤含まず

［
年間予算

¥ 25,027,200.-
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